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答申書
特別職の報酬等について

岡山市総合政策審議会 総務･社会部会

平成20年8月
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平成２０年８月１３日

岡山市長 高谷 茂男 様

岡山市総合政策審議会 総務・社会部会

部会長 井上 甫之

特別職の報酬等について（答申）

平成20年７月10日付けをもって諮問のありました標記のことについて，本審

議会総務・社会部会は公正かつ慎重に審議を行い，全委員一致で次のとおり結

論を得たので答申します。

市当局においては，この答申を尊重され，速やかに適切な措置をとられるよ

う要望します。
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（答 申）

１ 議員の報酬，期末手当については下記のとおり改定することが適当である。

議 長 報 酬 ８００，０００円

副 議 長 報 酬 ７３０，０００円

議 員 報 酬 ６７０，０００円

期末手当支給月数 ４．４５月（変更なし）

２ 市長，副市長，代表監査委員の給料，期末手当，勤勉手当については，次

のとおり改定することが適当である。

市 長 給 料 １，１６０，０００円

副 市 長 給 料 ９２０，０００円

代表監査委員 給 料 ５９６，９００円

市長，副市長，代表監査委員の期末手当支給月数 ４．４５月

（勤勉手当を廃止し期末手当に一本化）

３ 市長，副市長の退職手当については，次のとおり改定することが適当であ

る。

市 長 支給率 ５５％

副市長 支給率 ３０％

４ 改定の時期

平成２１年４月１日（ただし，２の期末手当については平成２０年１２月

１日）
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（答申の際の付帯意見）

今回の本市における特別職の報酬等の据え置き期間は１２年と長期間にわ

たるものでありますが，今後は，一般職の職員の給与改定の状況，県をはじ

め類似都市の改定状況，民間の状況等を見ながら，おおむね２～４年毎には

審議する事が望ましい。
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○地⽅⾃治法（昭和 22 年法律第 67 号）【抜粋】 
 
 
（給料、⼿当及び旅費） 
第２０４条 
 （１） 普通地⽅公共団体は、普通地⽅公共団体の⻑及びその補助機関たる常勤の職員、委 
    員会の常勤の委員（教育委員会にあつては、教育⻑）、常勤の監査委員、議会の事務局 
    ⻑⼜は書記⻑、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局⻑若しくは書記⻑、委員の事 
    務局⻑⼜は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地 
    ⽅公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地⽅公務員法第２２条の２第１項第 
    ２号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。 
 （２） 普通地⽅公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養⼿当、地域⼿当、住居⼿当、初 
    任給調整⼿当、通勤⼿当、単身赴任⼿当、在宅勤務等⼿当、特殊勤務⼿当、特地勤務⼿ 
    当（これに準ずる⼿当を含む。）、へき地⼿当（これに準ずる⼿当を含む。）、時間外勤務 
    ⼿当、宿日直⼿当、管理職員特別勤務⼿当、夜間勤務⼿当、休日勤務⼿当、管理職⼿ 
    当、期末⼿当、勤勉⼿当、寒冷地⼿当、任期付研究員業績⼿当、義務教育等教員特別⼿ 
    当、定時制通信教育⼿当、産業教育⼿当、農林漁業普及指導⼿当、災害派遣⼿当（武力 
    攻撃災害等派遣⼿当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣⼿当を含む。）⼜は退職⼿ 
    当を支給することができる。 
 （３）給料、⼿当及び旅費の額並びにその支給⽅法は、条例でこれを定めなければならない。 
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○市長，副市長等の給与に関する条例 

昭和２６年３月１日 

市条例第１１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項の規定に

より，市長，副市長及び常勤の監査委員の給与に関する事項を定めるものとする。 

（給与の種類） 

第２条 市長，副市長及び常勤の監査委員に対しては，給料，扶養手当，地域手当及び期

末手当を支給する。 

（給料月額及び支給方法） 

第３条 給与のうち，給料月額は別表のとおりとし，扶養手当及び地域手当の額並びにこ

れらの支給方法等については，岡山市職員の給与に関する条例（昭和２６年市条例第５

号。以下「給与条例」という。）別表第１行政職給料表の８級に属する職員の例によ

る。 

２ 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日を「基準日」

という。）に在職する者に支給する。基準日前１箇月以内に任期が満了し，退職し，失

職し，解職され，又は死亡した者（当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受け

る者を除く。）についても同様とする。 

３ 期末手当の額は，それぞれ前項の基準日現在（同項後段に規定する者にあつては，任

期満了，退職，失職，解職又は死亡の日現在）において同項に規定する者が受けるべき

給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に給料の月額及

びこれに対する地域手当の月額の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算して得

た額に１００分の２３０を乗じて得た額に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。 

（１） ６箇月 １００分の１００ 

（２） ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

（３） ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 
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（４） ３箇月未満 １００分の３０ 

４ 期末手当の支給方法については，この条例で定めるもののほか，給与条例別表第１行

政職給料表の８級に属する職員の例による。 

附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（期末手当の特例） 

２ 第３条の規定にかかわらず，市長に対して昭和５０年１２月に支給する期末手当の額

は，基準日現在に受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の

月額の合計額に１００分の１５０を乗じて得た額とする。 

（給料月額の特例） 

３ 昭和５１年９月に支給する給料月額は，第３条の規定にかかわらず，別表に規定する

給料月額に市長にあつては１００分の９０を，助役にあつては１００分の９５を乗じて

得た額とする。この場合において，調整手当の額を計算する場合における給料月額は，

別表に規定する額とする。 

（給料月額の特例） 

４ 昭和５６年１２月に支給する給料月額は，第３条の規定にかかわらず，別表に規定す

る給料月額に市長にあつては１００分の９０を，助役にあつては１００分の９５を乗じ

て得た額とする。この場合において，調整手当，期末手当及び勤勉手当の額を計算する

場合における給料月額は，別表に規定する額とする。 

（給料月額の特例） 

５ 昭和５９年７月から９月までに支給する市長に対する給料月額は，第３条の規定にか

かわらず，別表に規定する給料月額に１００分の９０を乗じて得た額とする。この場合

において，調整手当の額を計算する場合における給料月額は，別表に規定する額とす

る。 

（給料月額の特例） 

６ 昭和６１年１２月に支給する市長に対する給料月額は，第３条の規定にかかわらず，

別表に規定する給料月額に１００分の９０を乗じて得た額とする。この場合において，

調整手当，期末手当及び勤勉手当の額を計算する場合における給料月額は，別表に規定
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する額とする。 

（給料月額の特例） 

７ 平成４年６月に支給する市長に対する給料月額は，第３条の規定にかかわらず，別表

に規定する給料月額に１００分の９０を乗じて得た額とする。この場合において，調整

手当，期末手当及び勤勉手当の額を計算する場合における給料月額は，別表に規定する

額とする。 

（給料月額の特例） 

８ 平成７年１月に支給する市長に対する給料月額は，第３条の規定にかかわらず，別表

に規定する給料月額に１００分の９０を乗じて得た額とする。この場合において，調整

手当の額を計算する場合における給料月額は，別表に規定する額とする。 

（期末手当に関する特例措置） 

９ 平成１０年３月に支給する期末手当に関する第３条の規定の適用については，同条の

規定によりその例によることとされる岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成９年市条例第７４号）第１条による改正後の岡山市職員の給与に関する条

例（昭和２６年市条例第５号）第１８条第２項中「１００分の５５」とあるのは，「１

００分の５０」とする。 

（給料月額の特例） 

１０ 平成１１年７月及び８月に支給する市長に対する給料月額並びに平成１１年７月に

支給する助役に対する給料月額は，第３条の規定にかかわらず，別表に規定する給料月

額に１００分の９０を乗じて得た額とする。この場合において，調整手当の額を計算す

る場合における給料月額は，別表に規定する額とする。 

（給料月額の特例） 

１１ 平成１２年１０月及び１１月に支給する市長及び先順位で市長の職務代理者となる

助役に対する給料月額並びに平成１２年１０月に支給するその他の助役及び収入役に対

する給料月額は，第３条の規定にかかわらず，別表に規定する給料月額に１００分の９

０を乗じて得た額とする。この場合において，調整手当の額を計算する場合における給

料月額は，別表に規定する額とする。 

（給料月額の特例） 
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１２ 平成１７年１月及び２月に支給する市長，先順位で市長の職務代理者となる助役及

び収入役に対する給料月額並びに平成１７年１月に支給するその他の助役に対する給料

月額は，第３条の規定にかかわらず，別表に規定する給料月額に１００分の９０を乗じ

て得た額とする。この場合において，調整手当の額を計算する場合における給料月額

は，別表に規定する額とする。 

（勤勉手当に関する特例措置） 

１３ 平成１９年１２月に支給する勤勉手当に関する第３条の規定の適用については，同

条の規定によりその例によることとされる岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例（平成１９年市条例第７５号）第１条の規定による改正後の岡山市職員の給

与に関する条例第１９条第２項第１号中「１００分の７７．５」とあるのは，「１００

分の７２．５」とする。 

（期末手当に関する特例措置） 

１４ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第３条第３項の規定の適用について

は，同項中「１００分の２１２．５」とあるのは，「１００分の１９２．５」とする。 

（給料月額の特例） 

１５ 第３条第１項の規定にかかわらず，平成２１年８月及び９月に市長に対して支給す

る給料月額は，９０７，６００円とし，同年８月から１１月までに副市長に対して支給

する給料月額は，８５０，０００円とし，同年８月に常勤の監査委員に対して支給する

給料月額は，５７８，５００円とする。 

（期末手当に関する特例） 

１６ 平成２１年１２月に副市長に対して支給する期末手当の額は，第３条第３項の規定

にかかわらず，同項の規定により得た額から１６６，５５１円を減じた額とする。 

（給料月額の特例） 

１７ 平成２３年１月に支給する市長及び先順位で市長の職務代理者となる副市長に対す

る給料月額は，第３条の規定にかかわらず，別表に規定する給料月額に１００分の９０

を乗じて得た額とする。この場合において，地域手当の額を計算する場合における給料

月額は，別表に規定する額とする。 

（期末手当に関する特例措置） 
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１８ 平成２３年１２月に支給する期末手当の支給については，第３条の規定によりその

例によることとされる岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２

３年市条例第７８号）附則第２項の規定は適用しない。 

（給料月額の特例） 

１９ 平成２４年４月及び５月に支給する市長に対する給料月額並びに平成２４年４月に

支給する副市長及び常勤の監査委員に対する給料月額は，第３条の規定にかかわらず，

別表に規定する給料月額に１００分の９０を乗じて得た額とする。この場合において，

地域手当の額を計算する場合における給料月額は，別表に規定する額とする。 

（期末手当に関する特例措置） 

２０ 平成２４年１２月に支給する期末手当の支給については，第３条の規定によりその

例によることとされる岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２

４年市条例第６３号）附則第２項の規定は適用しない。 

（期末手当に関する特例措置） 

２１ 令和２年６月に市長に対して支給する期末手当に関する第３条第３項の規定の適用

については，同項中「１００分の２２５」とあるのは，「１００分の２０５」とする。 

 

別表（第３条関係） 

区分 給料月額 

市長 １，１６０，０００円

副市長 ９２０，０００円

常勤の監査委員 ５９６，９００円
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○岡山市教育委員会の教育長の給与に関する条例 

昭和２７年１１月２９日 

市条例第５６号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項の規定に

基づき，岡山市教育委員会の教育長（以下「教育長」という。）の給料，扶養手当，地

域手当，住居手当，通勤手当，管理職手当，期末手当及び旅費の額並びにその支給方法

について定めるものとする。 

（給料） 

第２条 教育長の給料月額は，５９６，９００円とする。 

２ 前項の給料の支給方法については，岡山市職員の給与に関する条例（昭和２６年市条

例第５号。以下「給与条例」という。）の適用を受ける職員の例による。 

（諸手当） 

第３条 扶養手当，地域手当，住居手当及び通勤手当の額並びにその支給方法について

は，給与条例別表第１行政職給料表の８級に属する職員の例による。 

２ 管理職手当の額は，１４９，２００円とし，その支給方法は，前項の規定による。 

３ 期末手当の額及び支給方法は，市長，副市長等の給与に関する条例（昭和２６年市条

例第１１号）の例による。 

（旅費） 

第４条 教育長に対して支給する旅費の種目は，鉄道賃，船賃，航空賃，その他の交通

費，宿泊費，包括宿泊費，宿泊手当，転居費，着後滞在費及び家族移転費とし，その額

は，岡山市職員等の旅費等に関する条例（昭和３６年市条例第９号）の規定に基づき，

市長，副市長，常勤の監査委員，水道事業管理者及び市場事業管理者が支給を受けるこ

れらの額に相当する額とする。 

２ 前項の規定による旅費の支給方法は，岡山市職員等の旅費等に関する条例の例によ

る。 

附 則 

１ この条例は，公布の日から施行し，昭和２７年１１月１日から適用する。但し，１１
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月分の給料額は，第２条の規定にかかわらず３３，２００円とする。 

（期末手当に関する特例措置） 

２ 平成１０年３月に支給する期末手当に関する第３条第１項の規定の適用については，

同条の規定によりその例によることとされる岡山市職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例（平成９年市条例第７４号）第１条による改正後の岡山市職員の給与に関

する条例（昭和２６年市条例第５号）第１８条第２項中「１００分の５５」とあるの

は，「１００分の５０」とする。 

（勤勉手当に関する特例措置） 

３ 平成１９年１２月に支給する勤勉手当に関する第３条第１項の規定の適用について

は，同条の規定によりその例によることとされる岡山市職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例（平成１９年市条例第７５号）第１条の規定による改正後の岡山市職

員の給与に関する条例第１９条第２項第１号中「１００分の７７．５」とあるのは，

「１００分の７２．５」とする。 

（期末手当に関する特例措置） 

４ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第３条第３項の規定の適用については，

同項の規定によりその例によることとされる市長，副市長等の給与に関する条例第３条

第３項中「１００分の２１２．５」とあるのは，「１００分の１９２．５」とする。 

（給料月額の特例） 

５ 平成２１年８月から１１月までに支給する給料月額は，第２条第１項の規定にかかわ

らず，５７８，５００円とする。 

（期末手当に関する特例） 

６ 平成２１年１２月に支給する期末手当の額は，第３条第３項の規定にかかわらず，同

項の規定により得た額から４３，７７８円を減じた額とする。 

（給料月額の特例） 

７ 平成２４年４月に支給する給料月額は，第２条第１項の規定にかかわらず，同項に規

定する給料月額に１００分の９０を乗じて得た額とする。この場合において，地域手当

の額を計算する場合における給料月額は，同項に規定する額とする。 
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○特別職の職員の退職手当に関する条例 

昭和５８年１２月１７日 

市条例第４１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項の規定に

基づき，常勤の特別職の職員（以下「特別職の職員」という。）に対する退職手当の支

給に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 この条例の規定は，次に掲げる特別職の職員に適用する。 

（１） 市長 

（２） 副市長 

（退職手当の支給） 

第３条 この条例の規定による退職手当は，特別職の職員が退職した場合に，その者（死

亡による退職の場合には，その遺族）に支給する。 

（退職手当の額） 

第４条 退職手当の額は，退職又は死亡の日におけるその者の給料月額にその者の在職月

数を乗じて得た額に，次の各号の区分に従い，当該各号に掲げる割合を乗じて得た額と

する。 

（１） 市長 １００分の５５ 

（２） 副市長 １００分の３０ 

２ 前項の退職手当は，その任期ごとに支給する。 

３ 第１項の在職月数の計算は，一般職とは通算しないものとし，特別職の職員となつた

日の属する月から任期満了その他の事由により退職し，又は死亡した日の属する月まで

の月数による。ただし，その数が４８を超えるときは，４８とする。 

４ 同一の月が異種の特別職の職員としての在職月となるときは，その月を有利な一方の

在職月数に算入するものとする。 

（国家公務員から引き続き副市長に選任された者に係る退職手当の特例） 

第５条 国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条第１項
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に規定する者をいう。以下同じ。）を退職した者で当該退職の日又はその翌日に第２条

第２号に掲げる副市長に選任されたもの（以後引き続いて副市長に選任された場合を含

む。）については，その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間は，副市長と

しての勤続期間に通算する。 

２ 前項に規定する者の退職手当の額は，前条の規定にかかわらず，次に掲げる額の合計

額とする。 

（１） 副市長に選任された日の属する月から退職した日（副市長から引き続き副市長

に選任された場合は，副市長としての最終の退職の日）の属する月までの月数及びそ

の者の副市長としての最終の給料月額（当該給料月額に改定があつた場合には，副市

長としての最終の退職の日における改定後の給料月額）を基礎として，第４条第１項

の規定により計算した額 

（２） 副市長に選任される直前の国家公務員を退職した日に受けていた俸給月額（当

該俸給月額に改定があつた場合には，副市長としての最終の退職の日における改定後

の俸給月額）に相当する額及び前項の規定により副市長としての勤続期間に通算され

る国家公務員としての勤続期間を基礎として，岡山市職員退職手当支給条例（昭和６

１年市条例第５２号。以下「職員退職手当支給条例」という。）の規定により計算し

た額 

３ 第１項に規定する者が退職した場合において，その者が退職の日又はその翌日に再び

副市長に選任されたときは，引き続いて在職したものとみなし，第３条の規定にかかわ

らず，当該退職に係る退職手当は，支給しない。 

４ 第１項に規定する者が退職した場合において，その者が退職の日又はその翌日に再び

国家公務員となつたときは，この条例の規定による退職手当は，支給しない。 

（退職手当の支給制限等） 

第６条 第３条に規定する遺族の範囲及び順位並びに退職手当の支給制限，支払の差止め，

返納及び相続人からの納付については，職員退職手当支給条例第２条の２及び第１１条

から第１８条までの規定の例による。 

（その他） 

第７条 この条例に定めるもののほか，退職手当の支給に関しては，職員退職手当支給条
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例の規定の適用を受ける職員の例による。 

附 則抄 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（適用） 

２ この条例は，この条例施行の際，現に在職する特別職の職員に係る退職手当の支給か

ら適用し，この条例施行前における当該特別職の職員としての在職月数は，第４条の規

定による在職月数に通算する。 
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